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大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱 

（大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次

のように改正する。 

第４条中「Ａ類疾病の」の次に「被接種者（１８歳以上の者に限る。）又は」を加える。 

第５条中「。）の予防接種については３，０００円」を「。）の予防接種については４，０００

円」に改める。 

第６条第１項ただし書中「場合」の次に「又はＲＳウイルス感染症の予防接種を実施する場

合（当該予防接種の前に申請ができない特別な事情があるときに限る。）」を加える。 

第７条中「申請者」を「当該申請者」に改める。 

第１０条第１項中「前条の」の次に「規定による」を、「より」の次に「当該」を加える。 

第１２条中「、既に」を「既に」に、「又は一部」を「若しくは一部」に改める。 

第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第１３条 第６条第１項の手続は、大和市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例（平成１７年大和市条例第２５号）及び大和市行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する条例施行規則（平成１７年大和市規則第６１号）の規定の例により、同条例第３

条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ

り行うことができる。 

附則中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

別表第１ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項及びヒトパピロー

マウイルス感染症（２価又は４価）の項を削り、同表ヒトパピローマウイルス感染症（９価）

の項の次に次のように加える。 

ＲＳウイルス感染症 ― 妊娠２８週に至った日の翌日から妊

娠３７週に至る日までにある妊婦 

３２，５６０円 



別表第１肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）の項中「９，００９円」を

「１２，３５３円」に、「６，００９円」を「８，３５３円」に改める。 

別表第２中「第１３条」を「第１４条」に改める。 

第２条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１７，６５５円 

１２，１２２円 

１３，２３３円 

８，７８９円 

７，７４４円 

６，３１４円 

５，４８９円 

５，２３６円 

１３，２９９円 

１１，８６９円 

９，３３９円 

７，９０９円 

９，３３９円 

７，９０９円 

９，６０３円 

９，８４５円 

８，４１５円 

７，５９０円 

１２，５０７円 

１１，０７７円 

１０，２５２円 

２３，６６１円 

２２，２３１円 

２１，４０６円 



１０，０８７円 

１２，５７３円 

３０，０４１円 

３２，５８２円 

費用免除者 ５，４７８

円 

費用免除者以外の者   

３，４７８円 

費用免除者 １６，９７３

円 

費用免除者以外の者   

９，９７３円 

費用免除者 １２，３７５

円 

費用免除者以外の者   

８，３７５円 

費用免除者 ２３，６２８

円 

費用免除者以外の者   

１３，６２８円 

費用免除者 ９，１０８

円 

費用免除者以外の者   

６，１０８円 

（大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に関

する要綱の一部改正） 

第３条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成

に関する要綱（平成２５年大和市告示第１９８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「、３，０００円」を「４，０００円を、帯状疱疹
ほうしん

（乾燥組換え帯状疱疹ワクチ

ン）の予防接種については１０，０００円を、帯状疱疹（乾燥弱毒生水痘ワクチン）の予防接

種については３，０００円」に改める。 



第６条中「）を」の次に「当該」を加える。 

第９条第１項中「前条の」の次に「規定による」を、「より」の次に「当該」を加える。 

第１０条中「前条の」を「前条第２項の規定による」に改める。 

第１１条中「又は一部」を「若しくは一部」に改める。 

別表第１ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項及びヒトパピロ

ーマウイルス感染症（２価又は４価）の項を削り、肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限

る。）の項中「９，００９円」を「１２，３５３円」に、「６，００９円」を「８，３５３

円」に改め、同表帯状疱疹
ほうしん

（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）の項中「帯状疱疹
ほうしん

」を「帯状疱

疹」に改める。 

第４条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成

に関する要綱の一部を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１３，２３３円 

８，７８９円 

１０，０８７円 

１２，５７３円 

５，４８９円 

５，２３６円 

２１，４０６円 

１０，２５２円 

１１，８６９円 

７，９０９円 

７，９０９円 

９，６０３円 

７，５９０円 

３０，０４１円 

費用免除者 １２，３７５

円 

費用免除者以外 ８，３７５



円 

費用免除者 ２３，６２８

円 

費用免除者以外 １３，６２８

円 

費用免除者 ９，１０８円 

費用免除者以外 ６，１０８

円 

（大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第５条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱（令和元年大和市告示

第９４号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「）を」の次に「当該」を加える。 

第１０条中「より」の次に「当該」を加える。 

別表第１ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項及びヒトパピロー

マウイルス感染症（２価又は４価）の項を削る。 

第６条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部を次のように改

正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１３，２３３円 

１１，８０３円 

１０，９７８円 

８，７８９円 

７，３５９円 

６，５３４円 

７，７４４円 

６，３１４円 

５，４８９円 

５，２３６円 

１３，２９９円 



１１，８６９円 

１１，０４４円 

９，３３９円 

７，９０９円 

７，０８４円 

９，３３９円 

７，９０９円 

７，０８４円 

９，６０３円 

８，７７８円 

９，８４５円 

８，４１５円 

７，５９０円 

１２，５０７円 

１１，０７７円 

１０，２５２円 

２３，６６１円 

２２，２３１円 

２１，４０６円 

１０，０８７円 

９，２６２円 

１２，５７３円 

１１，７４８円 

３０，０４１円 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第２条、

第４条及び第６条の規定は、同年６月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の大和市予防接種費用の助成に関する要綱、第３条の規定による



改正後の大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助

成に関する要綱及び第５条の規定による改正後の大和市特別の理由による任意の予防接種費用

の助成に関する要綱（以下「改正後の要綱」と総称する。）の規定による予防接種依頼書等の

交付その他改正後の要綱を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。 

（経過措置） 

３ 改正後の要綱の規定は、施行日以後に実施する予防接種について適用し、施行日前に実施し

た予防接種については、なお従前の例による。 

４ 第２条、第４条及び第６条の規定による改正後のそれぞれの要綱の規定は、附則第１項ただ

し書に規定する規定の施行の日以後に実施する予防接種について適用し、同日前に実施した予

防接種については、なお従前の例による。 


